
 

①まず、お電話をして訪問の日時を調整します。 

②訪問スタッフがご家庭にお伺いします。 

③育児に関する不安や悩みをお聞きしたり、 

心配事の軽減ができるようにお手伝いをします。 

④あわせて子育て支援に関する 

情報の提供なども行います。 

 

原則として、生後４か月を迎えるまでに一度お伺

いします。 

※健康増進課(保健センター)で行う「新生児訪

問」と区別するために、児童育成課で行う訪問を

｢赤ちゃんすくすく元気訪問事業｣としておりま

す。原則として、「新生児訪問」で助産師が訪問

した家庭へは、訪問スタッフは伺いません。 

 

 

訪問スタッフは、地域の子育てについての研修等を受けお伺いします。 

訪問の際には、「身分証明書」を携行します。 

 

  

 

 

 

 

～生後４か月を迎えるまでの赤ちゃんがいるご家庭にお伺いします～ 

新しいご家族が増えていかがですか。にぎやかな反面、不安や悩みもあるのではないでしょうか？ 

飯塚市では、原則として、生後４か月を迎えるまでの赤ちゃんがいるご家庭に訪問スタッフがお伺い

をして、子育ての悩みや心配事の軽減ができるようなお手伝いを行います。育児についての質問などは、

お気軽にお尋ねください。あなたの子育てを応援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市 児童育成課 家庭児童相談室 

電  話 0948-22-5500 

（内  線 1118,1119） 

ＦＡＸ 0948-2１-９50８ 


